
次期国民健康づくりプラン策定専門委員会
第２回 提出資料

一般社団法人 日本精神保健看護学会



次期国民健康づくりにおいて、健康の増進に関する基本的な方向と
して

３）社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

４）健康を支え、守るための社会環境の整備

が存在

心の健康に関連するサポーター養成の指標を維持し、社
会的孤立などに陥りがちな階層の人々の社会環境の改善
を行う必要がある

提案事項１．
ひきこもりサポーター、こころの健康サポーターの増加



提案事項１．
ひきこもりサポーター、こころの健康サポーターの増加
背景（１）

• 男性の自殺率は一
貫して低下傾向

• 女性の自殺率は
2019年から再増加
傾向に転じた

https://www.mhlw.go.jp/content/1-1.pdf 厚生労働省 令和3年度版自殺対策白書p14 DL:2022.9.30



労働者のメンタルヘルスの向上のためには遠隔支援など組織外から
の支援ができるサポーター養成（ゲートキーパーも含む）が必要。
また、都道府県のみならず専門機関による養成も必要と考える

https://www.mhlw.go.jp/content/1-1.pdf 厚生労働省 令和3年度版自殺対策白書p82 DL:2022.9.30

医療・サービス
業従事者の自殺
が増加

サポーター養成
の重点を高齢者
から若者へ

提案事項１．
ひきこもりサポーター、こころの健康サポーターの増加
背景（２）



• 厚生労働省による「心のサポーター養
成事業」は、モデル事業が行われてお
り、年間10回程度の実施

• 日本精神保健看護学会では、2020年に
新型感染症の対応で負担が増加した医
療福祉職を想定し、遠隔での精神的支
援に関するガイドラインを作成した

今後は、自治体だけでなく専門団体も実施すること、対面支援の

みならず遠隔での支援も想定した養成が行われることが望ましい

https://www.japmhn.jp/remotePFAguide

提案事項１．
ひきこもりサポーター、こころの健康サポーターの増加
本学会の強み



提案事項２．
こころの健康に寄与できる訪問看護ステーションの増加
（数値目標 全国5000か所、圏域人口3万人あたり1か所以上）
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2020年6月時点
精神科訪問看護基本療養費を算定しているステーションは3961件
この数はおよそ人口3.5万人に対して1事業所

大阪府:人口1.6万人に対して1事業所（526事業所・882万人）
山形県:人口12万人に対して1事業所（9事業所・108万人）
→地域による偏在が存在する

ReMHRAD（地域精神保健医療福祉資源分析データベース）をもとに作成



提案事項２．
こころの健康に寄与できる訪問看護ステーションの増加
（数値目標 全国5000か所、圏域人口3万人あたり1か所以上）

• 健康の増進に関する基本的な方向である
４）健康を支え、守るための社会環境の整備
社会参加の機会が乏しい階層のための社会環境の整備が重要

• 地域包括ケアにおいて「医療（精神疾患がある方への支援）」
と「アウトリーチ（行政機関と連携した支援）」の両面で役割
を果たしうる訪問看護ステーションは、有力な方略である

訪問看護ステーションの数の増加と地域格差（資源の偏在）を
是正するため、上記の数値目標を提案


